
第1章 基本計画の見直しにあたって
第2章 人権尊重のまちづくり
１ 基本理念
２ 協働による人権尊重のまちづくり
３ 人権を尊重する市政運営
・・・「人権尊重の理念に基づく行政運営」及び「連携・協働による人権施策の推進」の視点から
記載を追加。

第3章 人権施策の基本的な方向
・・・高知市人権尊重のまちづくり条例の規定に則して、次の４分類で整理。
１ 人権教育及び人権啓発
２ 人権問題に関する情報の収集及び提供
３ 人権問題に関する相談及び支援体制の整備
４ 推進体制の充実等（人権尊重のまちづくりの推進のために必要な事項）

第4章 人権課題ごとの取組方針
・・・現行計画と同様に、属性や対象ごとに13の個別の人権課題として分類。
・・・個別の人権課題のうち、「インターネットによる人権侵害」及び「災害と人権」については、複数
の個別の人権課題に関わる「横断的な人権課題」として位置付けを見直し。

・・・現行計画の「外国人」に加え、「外国にルーツのある人」の視点を追加。

第5章 基本計画の推進体制
・・・今後の基本計画の見直しについて、現行計画の「５年毎」から「必要に応じて見直しを行う」
へと変更。

具体的取組
・・・関係各課における具体的取組は、機動性と柔軟性を重視し、別冊対応とする。（本年度の
事務事業見直しの結果等も踏まえ、年度末までに作成予定）

○○○○事業費（条例改正）について

５ 次期計画の全体像（各章のポイントの抜粋）

２ 計画の位置付け

「高知市人権施策推進基本計画（令和８年度～令和12年度）」（案）の概要

１ 計画見直しの趣旨

現行の「高知市人権施策推進基本計画」は、本年度が計画期間の最終年
度であるため、新たに令和８年度からの５か年の計画である「高知市人権施策推
進基本計画（令和８年度～令和12年度）」を策定するもの。

見直し

「高知市人権尊重のまちづくり条例」に基づき策定する、本市の人権施策に
関する基本的な計画。

【高知市人権尊重のまちづくり条例 第７条】
第１項
市は、人権尊重のまちづくりの推進に必要な人権施策を効果的に推進するため、人権施策に
関する基本的な計画を策定するものとする。
第２項
基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
（1）人権教育及び人権啓発に関する事項
（2）人権問題に関する情報の収集及び提供に関する事項
（3）人権問題に関する相談及び支援体制の整備に関する事項
（4）前３号に掲げるもののほか、人権尊重のまちづくりの推進のために必要な事項

３ 次期計画の計画期間

令和８（2026）年度～令和12（2030）年度までの５か年

４ 次期計画の策定スケジュール

12月 1月 2月 3月

人権施策推進
基本計画

(令和８年度～令和12年度)

市議会

人権尊重のまちづくり
審議会

★パブリックコメント
★パブリックコメント
に対する回答

★策定

★計画案報告 ★計画策定報告

★パブリックコメント
反映後計画(案)説明

パブリックコメントの実施期間
12月26日(金)～1月26日(月)

見直し

見直し

見直し

１ 部落差別（同和問題）
２ 女性
３ 子ども
４ 高齢者

５ 障がいのある人
６ 外国人・外国にルーツのある人
７ 感染症患者等
８ 性的指向・性自認

９ 職場（事業所）における人権
10 犯罪被害者等
11 さまざまな人権課題

12 インターネットによる人権侵害 13 災害と人権

横断的な人権課題

13の各人権課題

令和７年12月26日～令和８年１月26日
パ ブ リ ッ ク ・ コ メ ン ト 資 料
市民協働部人権同和・男女共同参画課
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